
29

第２次　横手市総合計画

（平成28年度〜平成32年度）

第２編　前期基本計画
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第１章 前期基本計画の策定にあたって

１．計画の位置づけ

この基本計画は、「第２次横手市総合計画」基本構想（以下「基本構想」とい

う。）に掲げる、まちの将来像

【みんなの力で 未来を拓
ひら

く 人と地域が 燦
かがや

くまち よこて】

を実現するための中期的なまちづくりの指針となるものです。

この基本計画では、計画期間中における重点施策をはじめ、各分野ごとの政

策・施策の体系を明らかにし、そのもとで展開する事業や各分野における計画

の基本的な方向を示すものです。

２．計画の期間

この基本計画の期間は、基本構想の期間である２０１６（平成２８）年度か

ら２０２５（平成 ）年度までの１０年間のうち、２０２０（平成３２）年度

までの前期５年間とします。

なお、２０２１（平成３３）年度から２０２５（平成 ）年度までの後期５

年間については、２０１９年（平成３１）年度における成果指標の達成状況等

を評価したうえで策定する後期基本計画で対応します。

３．計画の構成

この基本計画は、序論、重点施策及び分野別計画で構成します。

序論では、前期基本計画の位置づけ、期間、構成を示しています。

重点施策では、分野別計画で示す基本的な施策・事業のうち、時代潮流を踏

まえた重要課題に対応するもの、各分野の施策の中で先導的なもの、市民の関

心が高くその期待に応えるもの、などを位置付けます。

分野別計画では、基本構想で示した７つの政策と３４の施策という行政分野

の体系に基づき、それぞれの政策・施策における目指す将来の姿や取り組みの

方向性などを示したものであり、本前期基本計画の「基本」というべき部分で

す。
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第２章 重点施策

第２次横手市総合計画では、「みんなの力で 未来を拓
ひら

く 人と地域が 燦
かがや

く

まち よこて」をまちの将来像とし、まちづくりの理念とまちづくりの目標を

掲げ、その実現に向けて展開する諸施策等を基本計画において分野別に示して

います。

その中でも、基本構想に掲げられている２つの重点目標を踏まえ、人口減少

社会への対応をはじめとした本市が抱える重要課題を克服し、「横手らしさ」

を活かしたまちづくりを強力に推進していくため、横断的・一体的に取り組む

「４つの重点施策」を定め、まちの将来像実現を目指します。

【重点施策１】

魅力ある産業と雇用の場が

生み出されるまち

【施策 】

① 新規農業者の確保や人材育成の推進、

付加価値の高い作物振興等による次代

を見据えた力強い農林業の振興

【施策 ２／ 】

② 外貨を獲得し、成長が見込まれる製造

業やＩＴソフトウェア関連産業分野の

育成と振興

③ 起業・創業の促進

【施策 － 】

④ 若い世代が地元で働く選択ができるた

めの雇用の確保

 

【重点施策２】

横手に多くの人が集い、行き交い、

賑わいが生み出されるまち

【施策 ／ ４】

① 観光振興やスポーツ等による交流人口

の増加とにぎわいの創出から外貨を稼

ぎ、地域経済の好循環を促進

② 観光資源等の磨き上げやインバウンド

（外国人旅行者）推進による観光誘客

【施策 ４／ 】

③ 横手の魅力や暮らす価値を市の内外に

情報を発信する

④ 多様な関係者を巻き込み地域の稼ぐ力

を生み出す「観光地域づくり」の構築

【重点施策３】

若い世代が家庭を築き、安心して

子育てができるまち

【施策 】

① 結婚を希望する若い世代の希望を実

現するための支援

【施策 ／施策 】

② 子どもを持つ世帯のワークライフバ

ランスの実現と保育環境の充実

【施策 】

③ 家庭や地域の子育て力の向上と経済

的負担軽減の取り組み

【重点施策４】

横手に誇りと愛着をもち、活き活き

と暮らすことができるまち

【施策２ 】

① 横手を思い、横手をよく知る子どもを

育む教育の推進

【施策 ／ ３／ ／３ ４／ 】

② 全ての市民が安心して日常生活を送る

ことのできる取り組みの推進

＜市民の健康づくり＞ ＜高齢者の自立支援＞

＜災害に強いまちづくり＞＜循環型社会の構築＞

＜雪対策＞

【施策 】

③ 市民主体のまちづくりと地域づくり活

動による地域コミュニティの維持

横手市 
まちの将来像 

の実現
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第３章 分野別計画 

１．はじめに 

市の「将来像」を実現するために、7つの政策と 34の施策に取り組みます。 

•子育て支援の充実

施策１－１

•健康な心と体づくりの推進

施策１－２

•健康でいきいきとした高齢社会の推進

施策１－３

•障がい者（児）福祉の充実

施策１－４

•低所得者福祉の充実

施策１－５

•福祉を支える人材の確保と育成

施策１－６

•横手を愛する心と生きる力を育む学校教育の充実

施策２－１

•安全で安心して学べる教育環境の整備

施策２－２

•元気なまちを築く生涯スポーツの促進

施策２－３

•活力ある地域と心豊かな人を創る生涯学習の推進

施策２－４

• よこての伝統文化の継承と再発見

施策２－５

基本目標 「みんな元気でいきいきと暮らせるまちづくり」

政策１ 伸び伸び子育てできる環境と、みんなが健康に暮らせるまちづく

りを進めます 

基本目標 「楽しく学び郷土愛あふれるまちづくり」

政策２ 学びの充実とスポーツの振興により、生きる力と豊かな心を育み

ます 
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•安心して暮らすことのできるまちづくりの推進

施策３－１

•美しい自然環境と快適な生活環境の保全

施策３－２

•災害に強いまちづくりの推進

施策３－３

•循環型社会の一層の推進

施策３－４

•エネルギーの地産地消の推進

施策３－５

•魅力ある農林業の振興

施策４－１

•活気ある商業の振興

施策４－２

•活力ある工業の振興

施策４－３

•観光・物産資源の発掘と発信

施策４－４

•企業誘致の推進、企業留置と雇用対策

施策４－５

基本目標「美しい自然と豊かな暮らしを引き継ぐまちづくり」

政策３ 豊かな自然環境を守り、安心して暮らすことのできるまちづくり

を進めます 

基本目標「地域資源をいかした活力ある産業のまちづくり」

政策４ 魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、仕事を生み出す産業の振

興を図ります 
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•雪国の快適な暮らしの実現

施策５－１

•快適な移動空間の実現

施策５－２

•市民が利用しやすい公共交通の充実

施策５－３

•地域拠点整備による市街地の活性化

施策５－４

•安全で安定した水道水の供給と生活排水の適正処理

施策５－５

•市民がくつろげる公共空間の整備

施策５－６

•市民の主体的な活動の支援と地域づくり活動の充実

施策６－１

•男女が尊重し合う社会づくり

施策６－２

•情報を共有する環境の整備

施策６－３

•市内外との交流連携の推進

施策６－４

基本目標 「安全で快適な住みよいまちづくり」

政策 暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進

めます 

基本目標「みんなの知恵を持ちよりみんなが輝くまちづくり」

政策６ やさしさと笑顔があふれる市民が主役の地域づくりを進めます
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•市民ニーズに対応した成果重視の行政運営の確立

施策７－１

•財源確保と効率的・効果的な財政運営の推進

施策７－２

•戦略的・計画的な人材育成と能力開発の充実

施策７－３

基本目標「計画実現のために」（行政経営）

政策７ 横手を思い、市民の想いを実現させる創造的な行政経営を進めます。
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２．ページを構成する要素

各ページは、施策ごとに 「目指す将来の姿」、「取り組み方針」、「現状と課題」、「施

策の展開」、「成果指標」、「部門別計画」 等を記載しています。 

目指す将来の姿

•平成３２年度までに実現を目指すまちの姿や市民の状態（＝施策目標）を
示しています。

取り組み方針

•施策が目指すまちづくりの方針を明らかにします。

現状と課題

•本市がおかれている現状と課題について示しています。

施策の展開

• 目指す姿を実現するために平成２８年度から平成３２年度までに取り組む
べき施策内容を説明しています。また、その主な事業を記載しています。

私たち（市民・事業者）
が協力できること

• 施策の実現に向け、市民や企業及び事業者が取り組むことができることを
示しています。

成果指標

• 計画期間中の施策の効果をわかりやすく示す尺度（＝成果指標）を設定し、
指標項目と達成数値目標を記載しています。

部門別計画

• 関連する市の個別計画を記載します。（部門別計画がない施策もあり
ます。）

施  策 

目指す将来の姿

＝ 目指したものの実現 ＝

現 状
対策

行 政

「政策・施策」

実現に向けた取組み

課 題

市 民

事 業 者
協力
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